
森林・林業・⽊材産業グリーン成⻑総合対策のうち森林集約・循環成⻑対策のうち林業・⽊材産業⾦融対策のうち
林業信⽤保証事業（組替新規）

＜対策のポイント＞
森林・林業・⽊材産業によるグリーン成⻑を実現するため、独⽴⾏政法⼈農林漁業信⽤基⾦（以下「信⽤基⾦」という。）が⾏う林業信⽤保証業務に対
し、以下の⽀援を⾏うことで林業者等に対する融資の充実・円滑化を図ります。

＜林業信⽤保証事業の仕組＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．⽊材需要拡⼤・安定供給⽀援林業信⽤保証事業
73,000（73,000）千円

債務保証に係る保証料率を軽減するとともに、信⽤基⾦の財務基盤を維持します。

２．保証活⽤⽀援事業 16,000（16,000）千円
以下の①〜③のために必要な資⾦の借⼊れに係る保証料を免除するための経費
を⽀援します。
① 災害復旧⽀援タイプ 重⼤な災害からの復旧
② 事業承継・創業等⽀援タイプ 事業承継・創業等
③ 集積・配分⽀援タイプ 森林経営管理法に基づく森林の集積・集約化の

促進

３．⽊材産業等⾼度化推進資⾦事業 52,800（52,800）千円
林業経営の合理化や⽊材の安定供給等に取り組む林業者等に対し、運転資⾦

の低利融資を実施するために必要な経費を⽀援します。

［お問い合わせ先］林野庁企画課（03-3502-8037）
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＜事業の流れ＞

国 （独）農林漁業信⽤基⾦ 林業者等
債務保証等交付（定額）

⾦融機関等
貸付

令和８年度予算概算決定額 141,800千円（前年度141,800千円）


